
「年金請求書兼年金生活者支援給付金請求書」の記入の仕方

特別支給の老齢厚生年金を受給しており65歳に到達する方のうち、
以下に該当する方にお送りしています。

・加給年金が加算されない方 P１

・65歳で初めて加給年金が加算される方 P３

・既に加給年金が加算されている方 P５



Ｈ２００-２

（ 　　～　　　の順でご記入ください）

△△ △△ △△ああ

昭和‐△△.△△.△△
年金　太郎

ネンキン タロウ

ＸＸ ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ

年金請求書　兼　年金生活者支援給付金請求書
令和 年　　月　　日 提出

氏 名

電話番号

✔

✔

✔

✔

基礎年金のみ65歳から受け取る
基礎年金・厚生年金を両方65歳から受け取る

66歳以降に年金を(繰下げ)請求予定

（厚生年金は繰下げ予定）
厚生年金のみ65歳から受け取る（基礎年金は繰下げ予定）

うう

いい

ああ うう

住所、氏名、電話番号をご記入ください。

同封のハガキに記載されている住所・氏名について、変更がある場合は、「ねんきんダイヤル」または
お近くの年金事務所にお問い合わせください。

この「年金請求書」ハガキでは、住所・氏名の変更は行えません。

提出日をご記入ください。

＜住所・氏名について＞

ああ

いい

受
け
取
る
年
金
額
を
増
額
さ
せ
ま
す
か
？

増額
させない
場合

増額
させる
場合

基礎年金と
厚生年金の

どちらか一方のみを
増額させる場合

基礎年金と
厚生年金の

両方を
増額させる場合

繰下げを
希望しない

〇 同封のハガキの提出は不要です。
〇 75歳までのご希望の時期に年金の請求手続きを
    行ってください。
○ 手続きの方法については、「ねんきんダイヤル」またはお近くの
年金事務所にお問い合わせください。

提
出
不
要

こ
の
ハ
ガ
キ
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

繰下げ
を希望
する

増額された
老齢厚生年金

２２

３３

１１

65歳から老齢基
礎年金・老齢厚
生年金を受け取
ることを希望

４４

65歳

65歳

特別支給の
老齢厚生年金 老齢厚生年金

65歳 66歳

66歳

66歳65歳

特別支給の
老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

増額された
老齢基礎年金

老齢基礎年金

特別支給の
老齢厚生年金

増額された
老齢基礎年金

増額された
老齢厚生年金特別支給の

老齢厚生年金

この受け取り方を選択される方は「１」にチェックを
つけてご提出ください。

老齢厚生年金を
増額（繰下げ）する

老齢基礎年金を
増額（繰下げ）する

老齢基礎年金と
老齢厚生年金の
両方を繰下げ

老齢基礎年金のみ
65歳から受け取る

老齢厚生年金のみ
65歳から受け取る

ご希望の受取方法を一つ選択し、チェック☑をつけてください。
老齢基礎年金および老齢厚生年金は、65歳から受け取るか、66歳以降に繰り下げて増額した年金を受け取るかそれぞれ選択することができます。

この受け取り方を選択される方は「２」にチェックを
つけてご提出ください。

この受け取り方を選択される方は「３」にチェックを
つけてご提出ください。

うう

手続きの方法は下の　　～　　の４種類です。よくお読みいただきお間違いのないようにお願いします。１１ ４４

　　注意事項
　「受取方法欄」に複数チェック☑されたり、いずれの受取方法にもチェック☑されなかった場合、年金の受取方法の確認のため、届書をお返し
　　させていただくこととなりますので、ご注意ください。

誤った記入例
複数の受取方法にチェック☑されている場合 いずれの受取方法にもチェック☑されていない場合

障害年金や遺族年金を受け取る権利を有している場合は、老齢年金を繰り下げて受け取ることができません。（裏面の「繰下げ請求の注意点」参照）
選択できない受取方法については、「＊」を表示しておりますので、「＊」が表示されていない受取方法の中から選択してください。
「＊」が表示されている場合でも、65歳の誕生日の前日までに障害年金や遺族年金を受け取る権利を失ったときは、繰下げ請求ができます。詳しくは、「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

障害年金や遺族年金を受け取ることができる場合について！

！

！

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
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●厚生年金保険の被保険者の方等へ
65歳以降の繰下げ待機期間中に厚生年金保険被保険者等である場合、繰下げ待機期間中の給付の
うち、在職支給停止の対象となる額※に相当する部分は、繰下げ増額分の計算に含まれません。
※老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部又は全部が支給停止となる場合があります。
この支給停止となる年金額を在職支給停止額といいます。

すでに障害年金や遺族年金を受けている方は、老齢年金の請求にあわせて、どの年金を受け取るか
選択していただくための手続きが必要です。現在受給している年金より多く受け取ることができる
場合がありますので、年金事務所等へご相談のうえ、「年金受給選択申出書」をご提出ください。

特別支給の老齢厚生年金

加給年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

特別支給の老齢厚生年金

振替加算

老齢厚生年金

老齢基礎年金

配偶者

本人

配偶者の老齢厚生年金等に加給年金額が加算されている場合、自身が65歳に到達したときに加給年
金額が加算されなくなります。このとき、自身の老齢基礎年金の額に加算がつきます　。
これを「振替加算」といいます。

配偶者 65歳

本人 65歳

振替加算額の加算について

こ
れ
ら
の
年
金
は
繰
下
げ
に
よ
り
増
額
し
ま
す

本人が65歳に到達すると、配偶者の老齢
厚生年金等に加給年金が加算されなくなり、
本人の年金に振替加算が加算されます。

年金を繰り下げて年金額を増やすことを検討される際は、以下の点にご注意ください。
　　

繰下げ請求の注意点

○老齢基礎年金を繰り下げる場合、受取開始までの期間は振替加算は支給されません。
○老齢基礎年金の繰下げをしても、振替加算額は増額されません。

※昭和41年4月1日以前に生まれた方のみが対象となります。厚生年金保険等の被保険者期間が20年以上の方等を除き
ます。

○65歳から振替加算額の加算を受けるためには、自身の老齢年金請求時に配偶者に生計維持されて
いる旨の申出をした場合等を除き、届書および必要な証明書類の提出が必要です。
加算のために手続きが必要な方に対しては、別途、日本年金機構から届書を送付します。

※配偶者が厚生年金または共済組合等に240月以上加入していた場合、自身の老齢年金請求時に生計維持関係がなくて
も、その後、配偶者の65歳時点で生計維持関係があれば、配偶者に加給年金または自身に振替加算の支給が行われる
可能性があります。該当する場合は、「老齢年金請求者専用フリーダイヤル」またはお近くの年金事務所へお問い合
わせください。

●共済組合等の加入期間がある方へ

共済組合等の加入期間があり、複数の老齢厚生年金の権利を有する場合には、すべての老齢厚
生年金を同時に繰り下げる必要があります。

○振替加算額は、老齢基礎年金を受けられる方の生年月日によって異なります。（加給年金額と同
額ではありません。）

（被保険者期間が20年以上）

（被保険者期間が20年未満）

※

＜＜繰繰下下げげ請請求求すするるとと＞＞

※

〇手続きの詳細は、｢老齢年金請求者専用フリーダイヤル｣またはお近くの年金事務所へお気軽にお問い合わせください。

繰下げを希望し、65歳時点では請求を行わなかった場合でも、実際の請求時に繰下げの申出を
せず、65歳到達時点の年金額を受給権発生時点※にさかのぼって請求することも可能です。

２つ以上の年金を受け取れる方へ

◎繰下げ請求を行わず、さかのぼって年金を受け取る場合

●６６歳以降に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合

66歳に到達した日後に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合は、その時点で増額率
が固定されます。他の年金を受け取る権利を有した日以降は、繰り下げて年金の増額ができま
せん。速やかに受給開始の手続きを行ってください。ただし、障害基礎年金または旧国民年金
法による障害年金のみ受け取る権利がある方は、老齢厚生年金に限り繰下げ請求ができます。

●６６歳前に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合

66歳前に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合は、繰下げ請求はできません。速や
かに受給開始の手続きを行ってください。ただし、障害基礎年金または旧国民年金法による障
害年金のみ受け取る権利がある方は、老齢厚生年金に限り繰下げ請求ができます。

●老齢年金の請求に関するご相談については、「老齢年金請求者専用フリーダイヤル」にてご予約を受付けております。
●日本国外からおかけになる場合は、「（東京）03－6700－1165（ねんきんダイヤル）」をご利用ください。
この場合、通常の通話料金が発生いたします。

●間違い電話になっているケースが発生していますので、おかけ間違いには十分ご注意ください。
●月曜日など休日明けや、お客様のお手元に書類が届いた直後（５日間程度）は電話がつながりにくくなっております。
●代理人（二親等以内）の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の方の基礎年金番号
も必要となります。

また、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって、医療保険・介護保険の自己負担や保
険料・税金等に影響のある場合があります。

※

ごご相相談談はは 「「老老齢齢年年金金請請求求者者専専用用フフリリーーダダイイヤヤルル」」 ををごご利利用用くくだだささいい

００１１２２００－－００８８－－６６００００１１
＜受付時間＞月 曜 日

火 ～ 金 曜 日
第 ２ 土 曜 日

午 前 ８：３０ ～ 午 後 ７：００
午 前 ８：３０ ～ 午 後 ５：１５
午 前 ９：３０ ～ 午 後 ４：００

（（通通話話料料無無料料））

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談を
お受けします。

※土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日～1月3日はご利用い
ただけません。

お問い合わせ、ご予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

ホームページに、年金に関する届け出、手続き案内やお近くの年金事務所の所在地・お問い合わせ先などを掲載して
いますので、ご活用ください。

https://www.nenkin.go.jp
検索またはURLを入力

●厚生年金基金または企業年金連合会（基金等）から年金を受け取っている方へ

老齢厚生年金の繰下げ請求を希望される場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなりますので、
年金の支払い元である基金等にご確認をお願いします。
《企業年金連合会のお問い合わせ先　0570-02-2666（050から始まる電話番号からは、03-5777-2666）》

70歳に到達した日後に、受給権発生時点からの年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年
前の日時点で繰下げ申出をしたものとみなし、増額した年金を一括で受け取ることになります。ただし、障害年
金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、増額されないことがあります。
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※1：「有」は年金の決定時に生計維持関係があった配偶者がいることを表しています。
また、年金の決定時に生計維持関係があった子がいるときは、その人数を表しています。

※2：「１」は障害の状態にあることを表しています。

Ｈ２０６-２

（　　～　　の順でご記入ください）

杉並区 高井戸西 ３—５—２４ ＸＸＸＸ

昭和‐△△.△△.△△

有 １

△△   △△　　△△

年金　太郎
ネンキン タロウ

昭和‐△△.△△.△△

平成‐△△.△△.△△ １

ネンキン　ハナコ

ネンキン　イチロウ

年金　花子

年金　一郎
※※２２

※※１１

ＸＸ ＸＸＸＸ

令和 年　　月　　日 提出

加給年金額対象者内訳

住 所

氏 名
受
給
権
者

電話番号

氏 名

氏 名

氏 名

基礎年金・厚生年金を両方65歳から受け取る
基礎年金のみ65歳から受け取る
厚生年金のみ65歳から受け取る（基礎年金は繰下げ予定）

（厚生年金は繰下げ予定）

66歳以降に年金を(繰下げ)請求予定

１
２

３
４

✔

✔

✔

✔

ああ

いい

うう

ああ うう

受
け
取
る
年
金
額
を
増
額
さ
せ
ま
す
か
？

増額
させない
場合

増額
させる
場合

基礎年金と
厚生年金の

どちらか一方のみを
増額させる場合

基礎年金と
厚生年金の

両方を
増額させる場合

繰下げを
希望しない

〇 同封のハガキの提出は不要です。
〇 75歳までのご希望の時期に年金の請求手続きを
    行ってください。
○ 手続きの方法については、「ねんきんダイヤル」またはお近くの
年金事務所にお問い合わせください。

提
出
不
要

こ
の
ハ
ガ
キ
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

繰下げ
を希望
する

増額された
老齢厚生年金

２２

３３

１１

65歳から老齢基
礎年金・老齢厚
生年金を受け取
ることを希望

４４

65歳

65歳

特別支給の
老齢厚生年金 老齢厚生年金

65歳 66歳

66歳

66歳65歳

特別支給の
老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

増額された
老齢基礎年金

老齢基礎年金

特別支給の
老齢厚生年金

増額された
老齢基礎年金

増額された
老齢厚生年金特別支給の

老齢厚生年金

この受け取り方を選択される方は「１」にチェックを
つけてご提出ください。

老齢厚生年金を
増額（繰下げ）する

老齢基礎年金を
増額（繰下げ）する

老齢基礎年金と
老齢厚生年金の
両方を繰下げ

老齢基礎年金のみ
65歳から受け取る

老齢厚生年金のみ
65歳から受け取る

ご希望の受取方法を一つ選択し、チェック☑をつけてください。
老齢基礎年金および老齢厚生年金は、65歳から受け取るか、66歳以降に繰り下げて増額した年金を受け取るかそれぞれ選択することができます。

この受け取り方を選択される方は「２」にチェックを
つけてご提出ください。

この受け取り方を選択される方は「３」にチェックを
つけてご提出ください。

うう

手続きの方法は下の　　～　　の４種類です。よくお読みいただきお間違いのないようにお願いします。１１ ４４

誤った記入例
複数の受取方法にチェック☑されている場合 いずれの受取方法にもチェック☑されていない場合

障害年金や遺族年金を受け取る権利を有している場合は、老齢年金を繰り下げて受け取ることができません。（裏面の「繰下げ請求の注意点」参照）
選択できない受取方法については、「＊」を表示しておりますので、「＊」が表示されていない受取方法の中から選択してください。
「＊」が表示されている場合でも、65歳の誕生日の前日までに障害年金や遺族年金を受け取る権利を失ったときは、繰下げ請求ができます。詳しくは、「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

障害年金や遺族年金を受け取ることができる場合について！

！

！

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

住所、氏名、電話番号および生計を維持している配偶者・子の氏名をご記入ください。

提出日をご記入ください。ああ

いい

同封のハガキに記載されている住所・氏名について、変更がある場合は、「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
この「年金請求書」ハガキでは、住所・氏名の変更は行えません。

＜住所・氏名について＞

＜生計を維持している配偶者・子について＞
生計維持している配偶者・子の氏名を必ずご記入ください。加給年金を加算するために必要です。（裏面参照）

加給年金額の対象となる子は「18歳に到達する年度末までの子」または「障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」をいいます。
子の人数が3人以上の場合は、3人目以降の子の氏名（フリガナ）、生年月日を便せんなどにご記入いただき、あわせてご提出ください。
生計維持関係がない加給年金額対象者の欄は斜線で抹消してください。
年金の決定時に生計維持関係があった配偶者や子について、離婚や死亡などにより、生計維持関係がなくなった場合は、別途届出が必要です。
詳しくは、「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

　　注意事項
　「受取方法欄」に複数チェック☑されたり、いずれの受取方法にもチェック☑されなかった場合、年金の受取方法の確認のため、届書をお返し
　　させていただくこととなりますので、ご注意ください。
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●厚生年金保険の被保険者の方等へ
65歳以降の繰下げ待機期間中に厚生年金保険被保険者等である場合、繰下げ待機期間中の給付の
うち、在職支給停止の対象となる額※に相当する部分は、繰下げ増額分の計算に含まれません。
※老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部又は全部が支給停止となる場合があります。
この支給停止となる年金額を在職支給停止額といいます。

年金を繰り下げて年金額を増やすことを検討される際は、以下の点にご注意ください。

繰下げ請求の注意点

●共済組合等の加入期間がある方へ

共済組合等の加入期間があり、複数の老齢厚生年金の権利を有する場合には、すべての老齢厚
生年金を同時に繰り下げる必要があります。

※

繰下げを希望し、65歳時点では請求を行わなかった場合でも、実際の請求時に繰下げの申出を
せず、65歳到達時点の年金額を受給権発生時点※にさかのぼって請求することも可能です。

◎繰下げ請求を行わず、さかのぼって年金を受け取る場合

●６６歳以降に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合

66歳に到達した日後に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合は、その時点で増額率
が固定されます。他の年金を受け取る権利を有した日以降は、繰り下げて年金の増額ができま
せん。速やかに受給開始の手続きを行ってください。ただし、障害基礎年金または旧国民年金
法による障害年金のみ受け取る権利がある方は、老齢厚生年金に限り繰下げ請求ができます。

●６６歳前に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合

66歳前に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合は、繰下げ請求はできません。速や
かに受給開始の手続きを行ってください。ただし、障害基礎年金または旧国民年金法による障
害年金のみ受け取る権利がある方は、老齢厚生年金に限り繰下げ請求ができます。

●老齢年金の請求に関するご相談については、「老齢年金請求者専用フリーダイヤル」にてご予約を受付けております。
●日本国外からおかけになる場合は、「（東京）03－6700－1165（ねんきんダイヤル）」をご利用ください。
この場合、通常の通話料金が発生いたします。

●間違い電話になっているケースが発生していますので、おかけ間違いには十分ご注意ください。
●月曜日など休日明けや、お客様のお手元に書類が届いた直後（５日間程度）は電話がつながりにくくなっております。
●代理人（二親等以内）の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の方の基礎年金番号
も必要となります。

また、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって、医療保険・介護保険の自己負担や保
険料・税金等に影響のある場合があります。

※

ごご相相談談はは 「「老老齢齢年年金金請請求求者者専専用用フフリリーーダダイイヤヤルル」」 ををごご利利用用くくだだささいい

００１１２２００－－００８８－－６６００００１１
＜受付時間＞月 曜 日

火 ～ 金 曜 日
第 ２ 土 曜 日

午 前 ８：３０ ～ 午 後 ７：００
午 前 ８：３０ ～ 午 後 ５：１５
午 前 ９：３０ ～ 午 後 ４：００

（（通通話話料料無無料料））

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談を
お受けします。

※土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日～1月3日はご利用い
ただけません。

お問い合わせ、ご予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

ホームページに、年金に関する届け出、手続き案内やお近くの年金事務所の所在地・お問い合わせ先などを掲載して
いますので、ご活用ください。

https://www.nenkin.go.jp
検索またはURLを入力

特別支給の老齢厚生年金

加給年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

特別支給の老齢厚生年金

振替加算

老齢厚生年金

老齢基礎年金

本人

配偶者

本人65歳

配偶者65歳

振替加算額の加算について

こ
れ
ら
の
年
金
は
繰
下
げ
に
よ
り
増
額
し
ま
す

配偶者が65歳に到達すると老齢厚生年金
等に加給年金が加算されなくなり、配偶
者の年金に振替加算が加算されます。

（被保険者期間が20年以上）

（被保険者期間が20年未満）

２つ以上の年金を受け取れる方へ

すでに障害年金や遺族年金を受けている方は、老齢年金の請求にあわせて、どの年金を受け取るか
選択していただくための手続きが必要です。現在受給している年金より多く受け取ることができる
場合がありますので、年金事務所等へご相談のうえ、「年金受給選択申出書」をご提出ください。

〇手続きの詳細は、｢老齢年金請求者専用フリーダイヤル｣またはお近くの年金事務所へお気軽にお問い合わせください。

※子とは18歳到達年度の末日が到来していない、または障害の状態（障害基礎年金の障害等級表の1級または2級の
状態）にある20歳未満の子をいいます。

　以下の点にご注意ください。
○配偶者または子の前年の収入が、年額850万円（所得655.5万円）以上の場合は、生計維持関係
が認められないため、加算されません。

○配偶者が厚生年金保険等の被保険者期間が20年以上の老齢（退職）年金の受給権を有するとき
や、障害年金を受け取る間は、加給年金額は支給停止されます。
※障害年金が全額支給停止の場合は、加給年金は停止されません。

○老齢厚生年金を繰り下げる場合、受取開始までの期間は加給年金は支給されません。
○老齢厚生年金の繰下げをしても、加給年金額は増額されません。

　上記に該当する配偶者※(厚生年金保険等の被保険者期間が20年以上の方等を除く)が65歳に到達した
　場合、老齢厚生年金等に加給年金額が加算されなくなる代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算が
加算されます。
※昭和41年4月１日以前に生まれた配偶者のみが対象となります。

　以下の点にご注意ください。
○振替加算の額は、老齢基礎年金を受けられる方の生年月日によって異なります。（加給年金額と
同額ではありません。）

○老齢基礎年金を繰り下げる場合、受取開始までの期間は振替加算は支給されません。
○老齢基礎年金の繰下げをしても、振替加算額は増額されません。

70歳に到達した日後に、受給権発生時点からの年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年
前の日時点で繰下げ申出をしたものとみなし、増額した年金を一括で受け取ることになります。ただし、障害年
金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、増額されないことがあります。

●厚生年金基金または企業年金連合会（基金等）から年金を受け取っている方へ

老齢厚生年金の繰下げ請求を希望される場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなりますので、
年金の支払い元である基金等にご確認をお願いします。
《企業年金連合会のお問い合わせ先　0570-02-2666（050から始まる電話番号からは、03-5777-2666）》

加給年金額の加算について

加給年金額は65歳未満の配偶者または子※がいるときに老齢厚生年金等に加算されます。
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※1：「有」は年金の決定時に生計維持関係があった配偶者がいることを表しています。
　また、年金の決定時に生計維持関係があった子がいるときは、その人数を表しています。

※2：「１」は障害の状態にあることを表しています。

Ｈ２０５-２

（　　～　　の順でご記入ください）

杉並区　高井戸西　３－５－２４ ＸＸＸＸ

昭和‐△△.△△.△△

有 １

年金 太郎

ネンキン タロウ

昭和‐△△.△△.△△

ネンキン　ハナコ

ネンキン　イチロウ

年金　花子

年金　一郎

ああ

※１

ＸＸＸＸＸＸ

平成‐△△.△△.△△

加給年金額対象者内訳

１

※※２２

氏 名

受
給
権
者

氏 名

氏 名

氏 名

障害

電話番号

１
２
３
４

✔

✔

✔

✔

基礎年金・厚生年金を両方65歳から受け取る

障害

基礎年金のみ65歳から受け取る（厚生年金は繰下げ予定）

厚生年金のみ65歳から受け取る（基礎年金は繰下げ予定）

66歳以降に年金を(繰下げ)請求予定

ああ うう

いい

うう

受
け
取
る
年
金
額
を
増
額
さ
せ
ま
す
か
？

増額
させない
場合

増額
させる
場合

基礎年金と
厚生年金の

どちらか一方のみを
増額させる場合

基礎年金と
厚生年金の

両方を
増額させる場合

繰下げを
希望しない

〇 同封のハガキの提出は不要です。
〇 75歳までのご希望の時期に年金の請求手続きを
    行ってください。
○ 手続きの方法については、「ねんきんダイヤル」またはお近くの
年金事務所にお問い合わせください。

提
出
不
要

こ
の
ハ
ガ
キ
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

繰下げ
を希望
する

増額された
老齢厚生年金

２２

３３

１１

65歳から老齢基
礎年金・老齢厚
生年金を受け取
ることを希望

４４

65歳

65歳

特別支給の
老齢厚生年金 老齢厚生年金

65歳 66歳

66歳

66歳65歳

特別支給の
老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

増額された
老齢基礎年金

老齢基礎年金

特別支給の
老齢厚生年金

増額された
老齢基礎年金

増額された
老齢厚生年金特別支給の

老齢厚生年金

この受け取り方を選択される方は「１」にチェックを
つけてご提出ください。

老齢厚生年金を
増額（繰下げ）する

老齢基礎年金を
増額（繰下げ）する

老齢基礎年金と
老齢厚生年金の
両方を繰下げ

老齢基礎年金のみ
65歳から受け取る

老齢厚生年金のみ
65歳から受け取る

ご希望の受取方法を一つ選択し、チェック☑をつけてください。
老齢基礎年金および老齢厚生年金は、65歳から受け取るか、66歳以降に繰り下げて増額した年金を受け取るかそれぞれ選択することができます。

この受け取り方を選択される方は「２」にチェックを
つけてご提出ください。

この受け取り方を選択される方は「３」にチェックを
つけてご提出ください。

うう

手続きの方法は下の　　～　　の４種類です。よくお読みいただきお間違いのないようにお願いします。１１ ４４

誤った記入例
複数の受取方法にチェック☑されている場合 いずれの受取方法にもチェック☑されていない場合

障害年金や遺族年金を受け取る権利を有している場合は、老齢年金を繰り下げて受け取ることができません。（裏面の「繰下げ請求の注意点」参照）
選択できない受取方法については、「＊」を表示しておりますので、「＊」が表示されていない受取方法の中から選択してください。
「＊」が表示されている場合でも、65歳の誕生日の前日までに障害年金や遺族年金を受け取る権利を失ったときは、繰下げ請求ができます。詳しくは、「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

障害年金や遺族年金を受け取ることができる場合について！

！

！

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

住所、氏名、電話番号および生計を維持している配偶者・子の氏名をご記入ください。

提出日をご記入ください。ああ

いい

＜生計を維持している配偶者・子について＞

同封のハガキに記載されている住所・氏名について、変更がある場合は、「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
この「年金請求書」ハガキでは、住所・氏名の変更は行えません。

＜住所・氏名について＞

生計維持している配偶者・子の氏名を必ずご記入ください。加給年金を加算するために必要です。（裏面参照）

加給年金額の対象となる子は「18歳に到達する年度末までの子」または「障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」をいいます。
子の人数が3人以上の場合は、3人目以降の子の氏名（フリガナ）、生年月日を便せんなどにご記入いただき、あわせてご提出ください。

生計維持関係がない加給年金額対象者の欄は斜線で抹消してください。
年金の決定時に生計維持関係があった配偶者や子について、離婚や死亡などにより、生計維持関係がなくなった場合は、別途届出が必要です。
詳しくは、「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

　　注意事項
　「受取方法欄」に複数チェック☑されたり、いずれの受取方法にもチェック☑されなかった場合、年金の受取方法の確認のため、届書をお返し
　させていただくこととなりますので、ご注意ください。
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●厚生年金保険の被保険者の方等へ
65歳以降の繰下げ待機期間中に厚生年金保険被保険者等である場合、繰下げ待機期間中の給付の
うち、在職支給停止の対象となる額※に相当する部分は、繰下げ増額分の計算に含まれません。
※老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部又は全部が支給停止となる場合があります。
この支給停止となる年金額を在職支給停止額といいます。

年金を繰り下げて年金額を増やすことを検討される際は、以下の点にご注意ください。

繰下げ請求の注意点

●共済組合等の加入期間がある方へ

共済組合等の加入期間があり、複数の老齢厚生年金の権利を有する場合には、すべての老齢厚
生年金を同時に繰り下げる必要があります。

※

繰下げを希望し、65歳時点では請求を行わなかった場合でも、実際の請求時に繰下げの申出を
せず、65歳到達時点の年金額を受給権発生時点※にさかのぼって請求することも可能です。

◎繰下げ請求を行わず、さかのぼって年金を受け取る場合

●６６歳以降に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合

66歳に到達した日後に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合は、その時点で増額率
が固定されます。他の年金を受け取る権利を有した日以降は、繰り下げて年金の増額ができま
せん。速やかに受給開始の手続きを行ってください。ただし、障害基礎年金または旧国民年金
法による障害年金のみ受け取る権利がある方は、老齢厚生年金に限り繰下げ請求ができます。

●６６歳前に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合

66歳前に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合は、繰下げ請求はできません。速や
かに受給開始の手続きを行ってください。ただし、障害基礎年金または旧国民年金法による障
害年金のみ受け取る権利がある方は、老齢厚生年金に限り繰下げ請求ができます。

●老齢年金の請求に関するご相談については、「老齢年金請求者専用フリーダイヤル」にてご予約を受付けております。
●日本国外からおかけになる場合は、「（東京）03－6700－1165（ねんきんダイヤル）」をご利用ください。
この場合、通常の通話料金が発生いたします。

●間違い電話になっているケースが発生していますので、おかけ間違いには十分ご注意ください。
●月曜日など休日明けや、お客様のお手元に書類が届いた直後（５日間程度）は電話がつながりにくくなっております。
●代理人（二親等以内）の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の方の基礎年金番号
も必要となります。

また、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって、医療保険・介護保険の自己負担や保
険料・税金等に影響のある場合があります。

※

ごご相相談談はは 「「老老齢齢年年金金請請求求者者専専用用フフリリーーダダイイヤヤルル」」 ををごご利利用用くくだだささいい

００１１２２００－－００８８－－６６００００１１
＜受付時間＞月 曜 日

火 ～ 金 曜 日
第 ２ 土 曜 日

午 前 ８：３０ ～ 午 後 ７：００
午 前 ８：３０ ～ 午 後 ５：１５
午 前 ９：３０ ～ 午 後 ４：００

（（通通話話料料無無料料））

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談を
お受けします。

※土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日～1月3日はご利用い
ただけません。

お問い合わせ、ご予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

ホームページに、年金に関する届け出、手続き案内やお近くの年金事務所の所在地・お問い合わせ先などを掲載して
いますので、ご活用ください。

https://www.nenkin.go.jp
検索またはURLを入力

加給年金額の加算について

特別支給の老齢厚生年金

加給年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

特別支給の老齢厚生年金

振替加算

老齢厚生年金

老齢基礎年金

本人

配偶者

本人65歳

配偶者65歳

振替加算額の加算について

こ
れ
ら
の
年
金
は
繰
下
げ
に
よ
り
増
額
し
ま
す

配偶者が65歳に到達すると老齢厚生年金
等に加給年金が加算されなくなり、配偶
者の年金に振替加算が加算されます。

（被保険者期間が20年以上）

（被保険者期間が20年未満）

２つ以上の年金を受け取れる方へ

すでに障害年金や遺族年金を受けている方は、老齢年金の請求にあわせて、どの年金を受け取るか
選択していただくための手続きが必要です。現在受給している年金より多く受け取ることができる
場合がありますので、年金事務所等へご相談のうえ、「年金受給選択申出書」をご提出ください。

〇手続きの詳細は、｢老齢年金請求者専用フリーダイヤル｣またはお近くの年金事務所へお気軽にお問い合わせください。

　加給年金額は65歳未満の配偶者または子※がいるときに老齢厚生年金等に加算されます。
※子とは18歳到達年度の末日が到来していない、または障害の状態（障害基礎年金の障害等級表の1級または2級の
状態）にある20歳未満の子をいいます。

　以下の点にご注意ください。
○配偶者または子の前年の収入が、年額850万円（所得655.5万円）以上の場合は、生計維持関係
が認められないため、加算されません。

○配偶者が厚生年金保険等の被保険者期間が20年以上の老齢（退職）年金の受給権を有するとき
や、障害年金を受け取る間は、加給年金額は支給停止されます。
※障害年金が全額支給停止の場合は、加給年金は停止されません。

○老齢厚生年金を繰り下げる場合、受取開始までの期間は加給年金は支給されません。
○老齢厚生年金の繰下げをしても、加給年金額は増額されません。

　上記に該当する配偶者※(厚生年金保険等の被保険者期間が20年以上の方等を除く)が65歳に到達した
　場合、老齢厚生年金等に加給年金額が加算されなくなる代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算が
加算されます。
※昭和41年4月１日以前に生まれた配偶者のみが対象となります。

　以下の点にご注意ください。
○振替加算の額は、老齢基礎年金を受けられる方の生年月日によって異なります。（加給年金額と
同額ではありません。）

○老齢基礎年金を繰り下げる場合、受取開始までの期間は振替加算は支給されません。
○老齢基礎年金の繰下げをしても、振替加算額は増額されません。

70歳に到達した日後に、受給権発生時点からの年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年
前の日時点で繰下げ申出をしたものとみなし、増額した年金を一括で受け取ることになります。ただし、障害年
金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、増額されないことがあります。

●厚生年金基金または企業年金連合会（基金等）から年金を受け取っている方へ

老齢厚生年金の繰下げ請求を希望される場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなりますので、
年金の支払い元である基金等にご確認をお願いします。
《企業年金連合会のお問い合わせ先　0570-02-2666（050から始まる電話番号からは、03-5777-2666）》
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